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京都府様式用 

 

介護職員処遇改善支援補助金及び福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 

実績報告書作成における手引き【共通】 

～実績報告書作成前にご確認ください～ 

2022/12/19ver 

介護職員処遇改善支援補助金及び福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（以下、「補助金等」と

いう。）の作成のための留意事項を記載しておりますので、実績報告書作成前にご確認ください。 

 

１ 実績報告書の提出 

  実績報告書の様式、提出方法、提出期限は京都府ホームページに掲載しておりますので、ご確

認ください。 

  ◆介護分：https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/syoguukaizenn.html 

 

 

 

 

 

 

  ◆障害分：https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syogukaizen.html 

 

 

 

 

 

 

２ 実績報告書の作成 

（１）計画書・変更計画書の準備 

   実績報告書には計画書に記載いただいた事項と同じ内容を記載する項目がありますので、補

助金等の※１計画書及び該当がある場合は変更計画書※２（以下、「計画書等」という。）のＥｘｃ

ｅｌファイルをご用意ください。 

   

  ※１：加算に係る計画書と体裁が類似していますので、様式の表題をご確認ください 

  ※２：変更計画書は一部事業者のみ該当があり、該当がある場合は【変更交付決定通知書】が

郵送され、同月に計画書のＥｘｃｅｌファイルがメールで届いています。 

 

（２）実績報告書様式への記入 

必ず以下の順序で作成いただく必要はありませんが、なるべくスムーズに作成いただくため

参考にしていただけるよう参考例を記載しています。（様式の画像は障害分を使用しています

が、介護分でも同様に作成いただけます） 
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３　交付金対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が様式3-1及び3-2に反映されます。

市区町村

1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 福知山市 ホームヘルプ○○ 居宅介護

2

通し番号
障害福祉サービス等

事業所番号
指定権者名 事業所名 サービス名

都道府県

京都府 京都府

事業所の所在地

ＳＴＥＰ１ 基本情報入力シートの作成 

 ・基本情報入力シートを作成してください。 

 ・多くは計画書等と同じ内容となりますが、「書類作成担当者」「連絡先」は実績報告書について

記載してください。書類作成について外部業者へ委託されている場合は委託先事業者名を記載

していただいて構いません。 

 

 

 ・事業所に関する事項は計画書等からコピー＆ペーストが可能です。計画書提出時、事業所番号

の記載誤りが多く発生していましたので、ご確認ください。 

 ・補助金等の金額が０円の場合でも漏れなく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金　実績報告書　作成用　基本情報入力シート

●次の情報を本シートの黄色セルに入力することで、各様式に自動的に転記されます。

・提出先に関する情報

・基本情報

・交付金対象事業所に関する情報

１　提出先に関する情報

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の算定届出に係る提出先の名称を入力してください。

提出先

２　基本情報

⇒下表に必要事項を入力してください。

法人名

法人住所 1 1 1 － 1 1 1 1

法人代表者

連絡先

住所１（番地・住居番号まで） 京都府京都市○○

住所２（建物名等） マンション○○○

職名 理事長

京都府

フリガナ シャカイフクシホウジン○○

名称 社会福祉法人○○

〒

電話番号 075-9999-9999

FAX番号 075-9999-9999

e-mail a-test@pref.kyoto.lg.jp

氏名 京都○○

書類作成
担当者

フリガナ キョウト○○

氏名 京都○○

【凡例】（本シート及び各様式）

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください。

交付金の取得に必要な情報 入力セル

京都府様式（基本情報入力シートも提出してください）
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交付金別紙様式３－１ 提出先

１　基本情報

〒

フリガナ キョウト○○

書類作成担当者 京都○○

連絡先 電話番号 075-9999-9999 FAX番号 075-9999-9999 E-mail a-test@pref.kyoto.lg.jp

京都府

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書

フリガナ シャカイフクシホウジン○○

法人名 社会福祉法人○○

法人所在地
111－1111

京都府京都市○○
マンション○○○

京都府様式

都道府県 市区町村

1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 京都府 京都府 福知山市 ホームヘルプ○○ 居宅介護

2

障害福祉サービス
事業所番号

指定権者 事業所名 サービス名

事業所の所在地

加算Ⅰ 9,000,000 15,000,000 15,000,000 6,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000

算定する福祉・介護職員処
遇改善加算の区分

（Ⅰ～Ⅲを算定しない事業所
は交付金を取得できません）

（j-2）

左記のうち、ベー

スアップ等による

賃金改善額［円］

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金　別紙様式３－１　２実績報告について

①

福祉・介護職員

処遇改善臨時特

例交付金の総額

［円］］(k) 福祉・介護職員(l) その他の職種(m)

②ⅰ）賃金改善実施期間に交付金により賃金の改善を行った

福祉・介護職員等の賃金の総額(［円］

（i-1）

③ⅰ）福祉・介護

職員の賃金改善

額［円］

（i-2）

左記のうち、ベー

スアップ等による

賃金改善額［円］

（j-1）

③ⅱ）その他職

種の賃金改善額

［円］

（列ごとの合計が２③に転記）

ＳＴＥＰ２ 様式３－２の作成 

 ・事業所の基本情報は基本情報入力シートから転記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・処遇改善加算の区分、①の補助金等の総額、②の賃金改善を行った職員の賃金の総額、③賃金

改善額の内訳を事業所ごとに記載します。 

 ・③賃金改善額は補助金等により賃金改善を行った金額を記載してください。 

  ※実績報告書全体で補助金等の金額の総額≦賃金改善額を満たす必要がありますが、事業所単

位で満たす必要はありません 

 ・ベースアップ等による賃金改善額は賃金改善額の２／３以上である必要があります。 

 ・福祉介護職員、その他職員にそれぞれ改善している場合は、それぞれ２／３以上の要件を満た

す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ３ 様式３－１の作成 

 ・「１ 基本情報」は先ほど作成した基本情報入力シートから転記されています。 
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令和 年 月 日

 （代表者名） 理事長京都○○

※給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

※交付金の請求に関して虚偽や不正があった場合は、支払われた交付金を返還することとなる場合がある。

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管してい
ることを誓約します。

4 12 1  （法人名） 社会福祉法人○○

２　実績報告 ※詳細は別紙様式３－２に記載

<- ○

円

円 （ ） ％

円）

円

円 （ ） ％

チ

ェ

ッ

ク

円） ○

④ 月 月交付金による賃金改善実施期間 令和４年 2 ～ 9

ⅱ）その他の職員

の賃金改善額

4,000,000

<- ○（うち、ベースアップ等による

賃金改善の額）

3,500,000 87.50

（一月あたり

要

件

Ⅱ

（うち、ベースアップ等による

賃金改善の額）

4,500,000 75.00

（一月あたり

437,500

③ベースアップ等による賃金改善の総額

ⅰ）福祉・介護職

員の賃金改善額

6,000,000

円

<- ○

ⅰ）賃金改善実施期間（④）に交付金により賃金改善を行った福祉・介護職員等の賃金の総額（（l）+（m）） 30,000,000 円

ⅱ）前年度（賃金改善実施期間に相当する期間）の福祉・介護職員等の賃金の総額【基準額】 20,000,000 円

562,500

②賃金改善所要額(ⅰ-ⅱ）(右欄の額は①欄の額以上であること） 10,000,000 円

③i)+③ⅱ)=②

※本様式では２つの要件を確認しており、オレンジセル３カ所が「○」でない場合、補助金支給のための要件を満たしていない。

　Ⅰ交付金による賃金改善を行う総額が交付金による収入額以上であること

　Ⅱ賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

要

件

Ⅰ①福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の総額(k) 9,000,000

・本様式は、★＝●＋■となる必要があります。 

・②の賃金改善所要額は、ⅰ）とⅱ）のいずれも賃金の総額を記載いただきますが、いずれも 

加算による賃金改善額を含みます。前年度（令和３年）に補助金等はありませんので、 

「ⅰ）－ⅱ）＝補助金等による賃金改善所要額（★の部分）」となるような計算式とされていま 

す。③は★をどのように配分したかを示すため、★＝●＋■となります。 

・国様式では、★と●＋■を別々で算出することとされています。★を算出するために使用する 

②のⅱ）の【基準額】 について、計画書別紙様式２－１の２②ⅱの額を記載することとなっ

ています。この金額を用いて算出した賃金改善所要額★は、多くの場合、在籍する職員数や職

歴の変動等の補助金等に伴う賃金改善以外の変動的な要素の影響を受け、事業者が管理されて

いる補助金等による賃金改善額●＋■と合致せず、★＝●＋■を満たさない金額となってしま

います。このため、京都府様式では、 ②のⅱ）の【基準額】 は、 

《（②のⅰ）の賃金の総額）－（●＋■）》で自動的に計算することとし、自動的に★＝●＋■

となるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最後に実績報告書の提出日を記載します。 
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３ 賃金改善が不足した場合の対応 

  補助金等について、想定していた金額より多く交付を受け、賃金改善額が不足することが想定

されますが、以下の対応とすることが可能です。 

 

 ①実績報告書提出までに一時金として配分 

  賃金改善実施期間内に配分していただくことを基本としていますが、補助金等を正確に見積も

ることが困難なケースがあるため、補助金等の金額＞賃金改善額となった場合、一時金として、

遡及して従業者へ配分することをご検討ください。この場合、従業者へは補助金等による賃金改

善を追加で行う旨説明いただくようお願いします。 

  例）賃金改善実施期間が令和４年２月～９月で、賃金改善を令和４年３月～１０月支払給与で

実施している事業所が、令和４年１１月に補助金等の最終交付を受け、 

【補助金等の金額＞賃金改善額】であることが判明した 

    ⇒令和４年１２月に令和４年３月～１０月の不足分を一時金として従業者へ配分 

     （令和４年１２月分ではなく、令和４年２月～９月の不足分として遡及して配分） 

     ※ベースアップ等に２／３以上を配分する要件は満たす必要があります 

 

 ②ベースアップ等に２／３以上を配分する要件を満たせなかった場合、遡及してベースアップ等

を実施 

①と同様、補助金等を正確に見積もることが困難なケースがあるため、ベースアップ等の金額

が不足することが想定されますが、本要件を満たすため、ベースアップ等を遡及して引き上げる

措置をご検討ください。 

なお、ベースアップ等は就業規則、賃金規程、労働契約書等で明確に定めている必要があるた

め、従業者への説明等の手続きを取っていただく必要があります。 

③①及び②のいずれの対応も困難な場合 

京都府介護・福祉職員処遇改善支援センターへお問合せください。 

 

４ 実績報告書の提出 

  実績報告書の様式、提出方法、提出期限は京都府ホームページに掲載しておりますので、ご確

認ください。 

  なお、提出はＥｘｃｅｌファイルを提出いただきますが、基本情報入力シート含めて提出をお

願いします。 

 

◆問合せ 

 実績報告書の提出に関すること 

京都府介護・福祉職員処遇改善支援センター 連絡先 075-708-7292 

（受付時間：平日 9時 00分から 17時 00分） 

 

実績報告書の作成方法・賃上げ方法等個別の相談を希望される場合 

株式会社エイデル研究所 連絡先 075-253-0201 

（受付時間：平日 10時 30分から 16時 30分） 


